
活力ある漁村の創造と漁業経営活力ある漁村の創造と漁業経営

　これからの時代における地域社会の在り方が我が国にとって大きな課題となってお
り、全国津々浦々の漁村においても活力ある地域の創造が求められています。活力あ
る漁村の創造は、水産物の安定供給や漁業・漁村が持つ多面的機能の発揮といった観
点からも重要です。
　しかしながら、我が国の社会的・経済的な状況の変化を背景に、我が国の漁業・漁
村は厳しい状況に置かれてきました。このような中、様々なアイディアや工夫を取り
入れながら漁業経営を改善し、それを漁村の活性化につなげていこうとする取組が各
地で本格化しています。
　この特集では、我が国の漁業・漁村の現状やそれを取り巻く状況がどのように変化
してきたかを概観するとともに、漁業の振興とそれを通じた活力ある漁村の創造のた
めに必要な方策について様々な角度から検討します。

保戸島の漁村
（写真提供：津久見市）
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　漁村という地域を考えたとき、基幹産業としての漁業はその経済活動に欠かせないもので
す。また、私たちの食を支える漁業という産業を考えたとき、漁村はその存立に不可欠です。
　この節では、全国津々浦々に存在する漁村が直面する状況を概観するとともに、漁村と
漁業のそれぞれが担う役割と相互の関係について考えてみます。

（１）漁村の置かれている状況

（海岸線にくまなく存在する漁村）
　四方を海に囲まれ、国土の多くを森林が占める我が国においては、人々は、有史以前から
数千年にわたってこれらの豊かな恵みを享受してきました。2,500か所以上に及ぶ遺跡から
は、タイ、スズキ、カレイ、マグロ、コイ等100種類以上の魚類の骨、アサリ、シジミ、カ
キ等300種類以上の貝殻、鯨の骨、更には動物の角や骨で作られた釣針や銛

もり

、網漁に用いら
れたとみられる錘

おもり

などの漁具が発見されており、当時の人々が多種多様な水産物を漁獲し
て食べ、また生活に利用していたことが分かっています。

　はるか縄文の昔から、我が国に住む人々はその豊富で多彩な海の幸を食べて

生きてきました。縄文時代には、釣り、網漁、刺突漁など、基本的な漁法は全

て出そろったとも言われており、捕鯨も含めて様々な漁業が有史以前から行わ

れていたことが分かっています。

　青森市郊外の三内丸山遺跡からは、メバル、アイナメ、カサゴ等の根付きの魚、

ヒラメ、カレイ等の底魚、ブリ、カツオ、サバ等回遊性の高い浮
うき

魚
うお

など、50種

類に及ぶ魚の骨が見つかっています。生息環境の異なるこれらの魚を漁獲する

ためには、それぞれに応じた漁獲方法が用いられたことでしょう。

　また、この時代に作られた丸木舟も各地から見つかっており、人々はかなり

沖合まで漕ぎ出して、積極的に漁業を行っていたものと考えられています。

　また、我が国は約７千もの島々から成る島国であり、総延長３万５千kmにも及ぶ、国土
面積に比して長い海岸線を有しています（図Ⅰ−１−１）。リアス海岸や遠浅の干潟など、
多様で複雑な海岸は、外海の荒波を防ぐ天然の良港や豊かな漁場を提供してきました。こう
した恵まれた自然環境の下、我が国では海岸沿いの津々浦々に人々が定住し、漁村を形成し
てきました。
　平成27（2015）年４月現在、全国には2,879の漁港があり、平均すると、海岸線の約12km
ごとに漁港が立地していることになります。また、これらの漁港を中心として、6,298もの
漁業集落＊１が形成されており、平均すると、海岸線の約5.6Kmごとに漁業集落が存在してい
ることになります。
＊１　漁港を核として、当該漁港の利用関係にある漁業世帯の居住する範囲を、社会生活面の一体性に基づいて区切っ

た範囲。

縄文時代の角製の釣り針
（青森県教育庁　
文化財保護課所蔵）
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資料：国土交通省「海岸統計」（平成26
（2014）年度版）（日本の海岸線）、
米国中央情報局 「World Factbook」
（平成17（2005）年）（日本以外の
国の海岸線）、国土交通省国土地理
院「全国都道府県市区町村別面積
調」（平成22（2010）年）（日本の面
積）、米国国務省「LIMITS IN THE 
SEAS」（日本以外の国の面積）に
基づき水産庁で作成

図Ⅰ－1－1　各国の面積あたりの海岸線の長さ
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（漁村の立地）
　漁村は基本的に海岸沿いに立地しています。我が国の海岸線は複雑に入り組んでおり、漁
港背後集落＊１のうち、約２割が離島地域、約３割強が半島地域に位置しています（表Ⅰ−１
−１）。また、周辺の地形をみると、漁港背後集落はその半分以上が背後にがけや山が迫る
狭
きよう

隘
あい

な土地にあり、また、その約４分の１は急傾斜地に形成されています（図Ⅰ−１−２）。
このため、大規模地震、津波等の災害に対して脆

ぜい

弱
じやく

であるという特徴があります。

資料：水産庁調べ（平成27（2015）年）
注：1） 離島地域と半島地域は離島振興法及び半島振興法に基づき

重複して地域指定されている場合がある。
2） 岩手県、宮城県及び福島県の３県を除く。

 4,156 793 1,427
 （100.0%） （19.1%） （34.3%）

漁港背後集落
半島地域離島地域全数

表Ⅰ－1－1　漁港背後集落の地域指定

＊１　漁港の背後に位置する人口５千人以下かつ漁家２戸以上の集落。
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）
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注：1） 急傾斜地とは、傾斜度が30度以上かつ斜面の高さが５メートル以上のがけ地。
2） 岩手県、宮城県及び福島県の３県を除く。

〈集落の背後の地形〉 〈集落の立地〉

図Ⅰ－1－2　漁港背後集落の立地の特性

がけや山
55.9％

（2,323集落）

平坦
44.1％

（1,833集落）

急傾斜地
27.1％

（1,125集落）

平坦地
72.9％

（3,031集落）

（漁村に住む人々）
　平成27（2015）年現在、我が国の総人口の1.6％に当たる約200万人が漁港背後集落に住ん
でいます。これを県別でみると、長崎県ではその全人口の9.4％、和歌山県では7.2％がこう
した集落に居住しており、地域によっては多くの人々が漁村をその居住地としていることが
分かります（表Ⅰ−１−２）。
　条件不利地に当たる多くの漁村では高齢化が進行しています。漁港背後集落においては、
人口の36.3％が65歳以上の高齢者となっており、全国平均の26.7％を9.6ポイント上回ってい
ます（図Ⅰ−１−３）。また、特に小規模な集落を中心に、高齢者が50％以上を占める集落
も多く存在します（図Ⅰ−１−４）。高齢化に伴って過疎化も進行しており、過疎地域は67
％にも上っています。
　一方、地域おこしの取組などにより全国平均より高齢化率の低い漁港背後集落も少ないな
がら各地に存在しています。この中には半島や離島の集落も含まれており、立地条件にかか
わらず、漁村の直面する状況は様々です。

資料：総人口は総務省「国勢調査」（平成27（2015）年）、漁港背
後集落人口は水産庁調べ（平成27（2015）年）

　注：岩手県、宮城県及び福島県の３県を除く。

  127,110 1,990（1.6％）
 １　長 崎 県 1,378 130（9.4％）
 ２　和歌山県 964 70（7.2％）
 ３　青 森 県 1,309 88（6.7％）
 ４　島 根 県 694 45（6.4％）
 ５　高 知 県 728 46（6.3％）
 ６　沖 縄 県 1,434 87（6.0％）
 ７　愛 媛 県 1,386 83（6.0％）

総人口 漁港背後集落人口
全　　国

表Ⅰ－1－2　人口に占める漁村人口割合の多い都道府県
（単位：千人）
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資料：漁港背後集落の人口推移と高齢化率は水産庁調べ、全国の高齢化率は総務省「国勢調査」（平成17（2005）年、22（2010）年）及び「人
口推計」（その他の年）

注：1） 高齢化率とは、総人口に占める65歳以上の人口の割合。
2） 平成23（2011）～27（2015）年の漁港背後集落の人口及び高齢化率は、岩手県、宮城県及び福島県の３県を除いて集計。

図Ⅰ－1－3　漁村の人口と高齢化率の推移

漁港背後集落の人口（左目盛）
漁港背後集落の高齢化率（右目盛）
日本の高齢化率（右目盛）
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資料：水産庁調べ（平成27
（2015）年）

注：1） 高齢化率とは、
各区分ごとの総人
口に占める65歳以
上の人口の割合。
2） 岩手県、宮城県
及び福島県の３県
を除いて集計。

図Ⅰ－1－4　漁村規模別の高齢化の状況

高齢化率50％以上 高齢化率25％～50％未満 高齢化率25％未満

2.5 86.1 11.4

6.3 88.4 5.3

18.3 77.6 4.1

45.5 51.0 3.6

（２）漁業と漁村

（地域の基幹産業としての水産業）
　一般に、条件不利地にあり雇用機会の限られる漁村にとって、漁業は地域経済を支える基
幹産業として重要な役割を果たしています。特に離島地域においては、第１次産業生産額の
７割以上が漁業によるものとなっています（図Ⅰ−１−５）。
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林業
1.0％

資料：（公財）日本離島センター「離島統計年報」
注：離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法又は小笠原諸島振興開
発特別措置法の対象とされている離島のうち、平成24（2012）
年４月１日現在の住民基本台帳で住民登録がなされている302島
について調べたもの。

図Ⅰ－1－5　離島地域における漁業

平成23（2011）年
離島地域の
第１次産業
生産額総計
1,656億円

農業
25.6％

漁業
73.4％

　漁村では、漁業が存在することにより、水産物や漁業活動に関わる様々な産業が営まれて
います。例えば、漁獲活動や養殖のためには、漁船をはじめ、漁網、釣針、ロープ等の漁具
や船具が必要となるほか、船を動かすための燃料、餌料や飼料も必要です。また、獲った魚
を流通させるためには、氷や箱などの資材や、冷蔵庫や冷凍庫などの設備も必要です。漁村
では、これらの物資を漁業に供給する産業に加えて、漁獲物を用いた水産加工業、加工品を
含む水産物の流通に携わる集荷・卸売、仲卸、運送業、小売業、更には地元の特産物として
魚を扱う飲食業や宿泊業等、川上から川下に至る多くの産業が営まれています。漁業を中心
として結びついたこれらの産業がそれぞれその役割を果たすことで、漁村の地域経済が担わ
れているのです。
　平成23（2011）年版の産業連関表によれば、我が国の海面漁業（養殖業含む。）は、約
１兆３千億円規模の生産を行う中で、燃料に約1,200億円、船の修理等に約700億円等を投じ
ています。また、その漁獲物は、冷凍魚介類の製造向けに約5,300億円、干物や練り製品等
の水産加工向けに約３千億円、飲食業向けに約1,200億円等、他の産業がその経済活動を行
うために供給されています（図Ⅰ−１−６）。
　このように、水産業は広いすそ野を持っており、全体として大きな雇用と所得を地域に生
み出す重要な産業です。
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図Ⅰ－1－6　産業連関表による漁業と主な関連産業との関係

飼料

製氷

船修理

網・綱

資料：総務省等10府省庁「平成23年産業連関表」に基づき水産庁で作成
注：1） 生産者価格に基づく。また、海面漁業・養殖業への投入以外は輸入を除いた数値。
2）「水産加工品」は、塩・干・くん製品、水産びん・缶詰、ねり製品、その他の水産食品を含む。
3） 主要な関係のみを表示している。また、家計へ販売される分及び船など固定資本として購入する分は表示していない。

宿泊業

飲食サービス

1,187億円

149億円

705億円

153億円

391億円 1,198億円 642億円

1,985億円

515億円

3,035億円

222億円

185億円 253億円

141億円

417億円

1,198億円 642億円

1,985億円

535億円

5,251億円 515億円

3,035億円

222億円

185億円 253億円

141億円

冷凍魚介類
1兆206億円

水産加工品
1兆7,372億円

海面漁業・養殖業
1兆3,366億円

燃料
（石油製品）

そうざい・
寿司・弁当

417億円417億円

（漁業を支える漁村）
　漁業が漁村を経済的に支えるのと表裏の関係で、漁村は我が国の漁業にとってなくてはな
らない存在です。漁業が成立するためには、何よりも漁場へのアクセスが重要となります。
船が安全に停泊でき、水揚げ等の活動が可能な港があることも大切であり、こうした地理的
な条件を満たす土地に漁村が立地します。生活と生産の場が一体である漁業にとっては、今
日では条件不利地とされる離島地域や半島地域が、むしろ有利な条件を有している場合もあ
るのです。漁村の人々は伝統的に漁業に携わり、労働力を供給してきました。また、その歴
史の中で、漁業に関する伝統的な技や知恵を受け継ぎ、発展させてきました。今日において
も、漁業就業者の大部分が漁村の居住者である構造は変わっていません。
　また、漁村に居住する一人一人の漁業者が漁業に労働力を供給しているだけでなく、漁村
に住む人々全体から成る漁村コミュニティも、我が国の漁業を支え、持続的な漁業を実現す
る重要な役割を有しています。第Ⅱ章において詳述しますが、我が国では、古くからこのよ
うな漁村コミュニティが基盤となり地先漁場の管理と利用調整を行い、沿岸域の水産資源と
漁業の管理に主体的な役割を果たしてきました。また、漁村コミュニティは、それぞれの前
浜の清掃活動や藻場・干潟の手入れ、種苗放流等の活動を通じ、地先漁場の漁業生産力の維
持・向上にも貢献しています。
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　三重県桑名市の赤須賀は伊勢湾の最奥部に位置し、約450年の歴史を有する漁村です。木曽三川河口の

豊かな漁場で育まれたハマグリは、東海道の桑名宿の名物として名高く、江戸時代には将軍家へも献上

されていました。

　桑名のハマグリの漁獲量は、昭和40年代には年間で３千トンありましたが、高度成長期の埋立てや地

盤沈下による干潟の消失に伴い昭和50（1975）年頃から急激に減少し、平成７（1995）年には年間で

0.8トンまで落ち込みました。

　赤須賀地区の漁業の象徴であるハマグリ資源を復活させるため、昭和51（1976）年に赤須賀漁業協同

組合青壮年部研究会が結成され、ハマグリの種苗生産に取り組み始めました。平成２（1990）年には「赤

須賀漁業協同組合ハマグリ種苗生産施設」が整備され、実用化レベルでの種苗生産がスタートしました。

同施設では、三重県の指導の下、桑名市と赤須賀漁業協同組合が協力して試行錯誤を繰り返しながら、

これまでに３千万個のハマグリ稚貝を生産・放流してきました。

　種苗生産・放流だけでなく、徹底した出漁規制・漁獲規制にも取り組んできたことに加え、平成５

（1993）年及び６（1994）年に40ヘクタールの人工干潟が造成されたことが追い風となり、平成24

（2012）年の漁獲量は年間で190トン以上の水準まで回復しています。

　また、ハマグリの復活で収入の安定が図られたことにより、漁師の子や孫が後継者として赤須賀に帰

ってくるようになり、平成17（2005）年以降に30人が新たに漁師となっています。赤須賀漁業協同組

合青壮年部研究会のメンバーも20代や30代の若手が増えて活動の範囲も広がってきています。近年では、

復活したハマグリの資源管理を継続するための干潟のモニタリング調査のほか、ルールを知らずに潮干

狩りをしている者や密漁者からハマグリ資源を守るためのパトロールも実施しており、これらについて

は、地元商工会議所や商店街連合会の若手メンバーも協力してくれるようになっています。

　さらに、ハマグリや漁業のことを市民に伝える活動と

して、小学生を対象としたハマグリの種苗放流、干潟の

観察会、社会科見学の受入れ等も積極的に行っており、

地元の小学校との良いつながりができつつあります。こ

のほか、ハマグリのおいしさを伝えるため、各種イベン

トにおいてハマグリを販売したり、親子料理教室を開催

したり、ハマグリを使ったレシピを開発して地域の漁業

交流センターと公民館を兼ねた「ハマグリプラザ」の食

堂で採用してもらうなど、地域を巻き込んだ活動が展開

されています。

（３）遠洋・沖合・沿岸漁業のそれぞれが地域経済に果たす役割

（大量供給の遠洋・沖合漁業、特色ある魚介類を供給する沿岸漁業）
　遠洋漁業は、遠洋まぐろはえ縄漁業、遠洋かつお一本釣り漁業、海外まき網漁業、遠洋底
びき網漁業などが代表的なもので、遠洋漁業における漁獲量の53％を鰹節原料等に仕向けら
れるカツオ類が、また、34％を寿司や刺身として広く消費されるマグロ類が占めている等、
漁獲対象となる魚種数はそれほど多くありません（図Ⅰ−１−７）。遠洋漁業では、我が国

ハマグリの稚貝の放流
（写真提供：赤須賀漁業協同組合）
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の港を出港してから再び帰港するまでにかかる航海日数が数週間から１年以上に及びます。
さらに、近年では、海外の港を基地として操業したり、外地等において漁獲物を冷凍運搬船
に転載して操業を続けるといった操業形態が増えつつあり、航海期間はますます長期化する
傾向がみられます。いずれの場合も、数週間から１年以上にわたる航海中、漁獲物は船上で
冷凍し船内の魚倉に蓄えられるため、遠洋漁業では、冷凍された少ない種類の魚が一度に大
量に水揚げされることになります。このため、漁港で水揚げされる遠洋漁業の漁獲物は、ほ
ぼ全量が全国の大型漁船が利用する第３種漁港において水揚げされており、その中でも特に
重要な漁港として政令で指定されている特定第３種漁港＊１のシェアは85％となっています
（表Ⅰ−１−３、図Ⅰ−１−８）。
　主に我が国の周辺水域で操業する底びき網漁業、まき網漁業、さんま棒受網漁業などの沖
合漁業は、現在に至るまで我が国の漁業生産量の最も大きな割合を占めており、イワシ、ア
ジ、サバ、サンマ等の多獲性浮魚類を中心として、スケトウダラ等の底魚類、イカ等、私た
ちの食卓によくのぼる魚が主要な漁獲対象種となっています（図Ⅰ−１−７）。沖合漁業の
操業日数は、通常日帰りから数日程度ですが、多獲性の魚種が主な漁獲対象であるため、一
操業当たりの漁獲量が数十トンに及ぶこともあります。漁港で水揚げされる沖合漁業の漁獲
物の約７割が、特定第３種漁港を含む第３種漁港において水揚げされています（図Ⅰ−１−
８）。
　こうした遠洋・沖合漁業の水揚げ地においては、これらの漁獲物を扱う水産物流通業、冷
凍保管庫業、水産加工業等の関連産業が大規模に集積して水産都市を形成し、地域の代表的
な産業となっているところも珍しくありません。一方、大型の漁船が入港でき、大量の漁獲
物を一度に扱うことのできる港は限られており、このような立地は、全国的にみれば限定的
であると言えるでしょう。

その他
9.4％

その他
9.9％ その他

20.1％ イワシ類
22.0％

サケ・
マス類
13.8％

海藻
8.7％タラ類

8.6％ブリ類
5.7％

サバ類
5.4％

イカ類
4.1％

貝類 3.5％
イカナゴ 3.2％

ヒラメ・カレイ類
2.4％

アジ類
2.5％

カツオ類
52.5％

サバ類
19.6％

ホタテガイ
15.8％

イワシ類
15.8％

サンマ
10.0％

イカ類
7.3％

タラ類
7.1％

アジ類
6.1％

ブリ類
2.9％

カツオ類 2.9％
マグロ類 2.6％

マグロ類
33.9％

サメ類
4.2％

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」（平成26（2014）年）に基づき水産庁で作成
注：太平洋底刺し網等漁業、大西洋等はえ縄等漁業、東シナ海はえ縄漁業、日本海べにずわいがに漁業及びずわいがに漁業については魚種別の
内訳から除く。

図Ⅰ－1－7　遠洋・沖合・沿岸漁業別の魚種別生産量

遠洋漁業
37万トン

沖合漁業
227万トン

沿岸漁業
110万トン

＊１　漁港漁場整備法施行令（昭和25（1950）年政令第239号）により、八戸漁港、気仙沼漁港、石巻漁港、塩釜漁港、
銚子漁港、三崎漁港、焼津漁港、境漁港、浜田漁港、下関漁港、博多漁港、長崎漁港及び枕崎漁港の全13港が現在
指定されている。
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漁  港  数  2,923 2,914 2,909 2,909 2,879

　第　１　種 その利用範囲が地元の漁業を主とするもの。 2,213 2,205 2,179 2,179 2,149

　第　２　種  495 496 517 517 517

　第　３　種 その利用範囲が全国的なもの。 101 101 101 101 101

　特定第３種  13 13 13 13 13

　第　４　種  101 99 99 99 99

平成17年
（2005）

22
（2010）

25
（2013）

27
（2015）

26
（2014）

（単位：港）

資料：水産庁調べ
注：平成17（2005）年は12月31日現在の漁港数。平成22（2010）年及び25（2013）～27（2015）年はそれぞれ４月１日現在の漁港数。

表Ⅰ－1－3　第１種～第４種漁港の数と利用範囲

その利用範囲が第１種漁港よりも広く、第３種
漁港に属しないもの。

第３種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁
港で政令で定めるもの。
離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁船の
避難上特に必要なもの。

沖合漁業遠洋漁業 沿岸漁業

100

80

60

40

20

0

％

資料：水産庁「漁港港勢の概要」（平成24（2012）年）

第４種
特定第３種
第３種
第２種
第１種

図Ⅰ－1－8　遠洋・沖合・沿岸漁業別の水揚げ漁港の種類

85.1

14.8 9.8

17.2

19.0

48.5

5.5 9.7
4.7

20.1

37.6

27.9

　一方、全国津々浦々の漁村においては、古くから連綿と培われてきた伝統的な技を受け継
いだ、様々な漁法による小型の漁船漁業、定置網漁業、採貝・採藻漁業等、多岐にわたる沿
岸漁業が営まれています。沿岸漁業では、イワシ、アジ等の多獲性浮魚類のほか、「地魚」
と言われるような各地域の多様な魚介類が漁獲されており、潜水漁等で漁獲されるウニ、ア
ワビ、サザエ等のほか、刺し網や船びき網等で漁獲されるタイ類等、比較的単価の高い魚も
重要な漁獲対象となっています。これらのいわゆる根付きの魚介類は、大型漁船による大量
漁獲には向かず、その供給は、小回りのきく小型漁船や、漁船を用いない潜水漁業等、規模
の小さな沿岸漁業が担っています。また、マグロ類やアジ、サバ等の遠洋・沖合漁業の漁獲
対象となっている魚種でも、沿岸の釣り漁業等で漁獲されたものは、その高い品質と鮮度か
ら最高級品として扱われることが少なくありません。このため、沿岸漁業の漁獲物の平均単
価は総じて高く、生産量では全体の３割程度である沿岸漁業が、生産額では全体の５割以上
を占めています（図Ⅰ−１−９）。
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　小型漁船を用いることの多い沿岸漁業は、漁獲物の６割以上を地先の漁業と密接な関係の
ある第１種、第２種の漁港で水揚げしています（図Ⅰ−１−８）。漁業自体の規模が小さい
ことから、遠洋・沖合漁業のような大規模な関連産業の集積にはつながらなくても、鮮度の
高い魚介類の消費者への供給や、地場の水産加工業への原料供給を通じ、地域ごとに特色豊
かな四季の味を提供するとともに、漁村の地域経済を支える重要な産業としての役割を果た
しています。

遠洋漁業
9.9％

沖合漁業
60.8％

沿岸漁業
29.4％

遠洋漁業
12.2％

沖合漁業
31.4％

沿岸漁業
56.4％

資料：生産量は農林水産省「漁業・養殖業生産統計」（平成26（2014）年）、生産額は水産庁「漁港港勢の概要」（平成24（2012）年）
注：平成19（2007）年から「漁業・養殖業生産統計」による海面漁業の部門別生産額について取りまとめが廃止されたため、生産額は「漁港
港勢の概要」による漁港に水揚げされたもののみの属地陸揚金額を集計（港湾に水揚げされたものを含まない。）。

図Ⅰ－1－9　遠洋・沖合・沿岸漁業が海面漁船漁業の生産量及び生産額に占める割合

〈生産量〉 〈生産額〉

　日本の漁業は多種多様な魚種を漁獲しているという特徴があります。しかも、同じ魚種でも獲れた地

域や季節によって味も変わります。そこで、全国漁業協同組合連合会は、各地域・季節ごとにおいしい

水産物がたくさんあることを知ってもらおうと、平成26（2014）年度から、各都道府県の漁師自らが自

信を持って推薦する水産物を「プライドフィッシュ」として選定・紹介する取組を始めました。現在、

選定されたプライドフィッシュは約170種にのぼります。

　こうした「プライドフィッシュ」を定期的に取り扱うスーパーマーケット等も出てきており、消費者

の「魚離れ」の防止につながることが期待されます。　
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資料：全国漁業協同組合連合会の資料に基づき水産庁で作成

北海道（春.北海道の時鮭、石狩湾のニシン／
　　　　夏.厚岸のかき、日本海の甘えび／
　　　　秋.北海道太平洋沿岸のししゃも、小樽・石狩のしゃこ／
　　　　冬.日本海・噴火湾のほたて、函館のごっこ（ホテイウオ））

鹿児島（春.トッピー（トビウオ）／夏.キビナゴ）

熊本（春.熊本アサリ／夏.山口産大和蛤／冬.熊本のり）

佐賀（夏.呼子のイカ（ケンサキイカ）／冬.佐賀海苔Ⓡ有明海一番）

長崎（冬.長崎とらふぐ（養殖トラフグ））

沖縄（春.モズク／夏.沖縄美ら海まぐろ「キハダマグロ」）

宮崎（春.日南のかつお 、宮崎近海生マグロ／夏.宮崎メヒカリ（アオメイソ）、宮崎ちりめん／秋.宮崎イセエビ／冬.e-かんぱち）

岩手（春.岩手のわかめ／夏.陸前高田のエゾイシカゲ貝／
　　　秋.岩手の秋さけ（いくら）／冬.岩手のあわび）

福島（秋.小名浜の秋刀魚）

宮城（春.宮城のサーモン（伊達のぎん）／
　　　夏.表浜アナゴ、ホヤ（マボヤ）／冬.みやぎの殻付カキ）

茨城（春.鹿島灘はまぐり／秋.ひらめ／冬.あんこう）

千葉（春.初カツオ／夏.銚子の入梅いわし／秋.千葉のイセエビ／冬.江戸前千葉海苔）

神奈川（春.小田原のアジ／夏.佐島の地ダコ、小柴のアナゴ／
　　　　秋.松輪サバ／冬.小田原のイシダイ）

静岡（春.浜名湖のあさり、伊豆のさざえ／夏.静岡のしらす、紅富士（あかふじ）／
　　　秋.仁科のヤリイカ／冬.伊豆の地きんめ）

愛知（春.あいちあさり、愛知のコウナゴ／夏.愛知のウナギ、愛知のシラス／
　　　秋.愛知のスズキ、愛知のガザミ／冬.愛知のトラフグ、愛知のノリ）

愛媛（春.びやびやかつお、愛育フィッシュ愛鯛／夏.来島海峡のアコウ（キジハタ）、松山沖のマダコ／
　　　秋.釣りタチウオ、燧灘のガザミ／冬.愛育フィッシュマハタ、愛育フィッシュ戸島一番ブリ）

高知（春.土佐さが日戻り鰹／夏.土佐沖どれキンメダイ／秋.宇佐の一本釣りウルメ／冬.土佐の清水さば、定置獲れたて室戸ブリ）

香川（春.讃岐のサワラ／夏.香川県産いりこ／秋.ハマチ三兄弟／冬.“初摘み”香川県産ノリ）

徳島（春.鳴門鯛／夏.とくしまのはも、県南のアワビ類／秋.阿波とくしまのアオリイカ／冬.スジアオノリ）

和歌山（春.ケンケン釣りカツオ／夏.銀鱗の太刀／秋.和歌山県産しらす／冬.和歌山県産イセエビ）

大阪（春.魚庭のイカナゴ／夏.魚庭のマダコ／秋.魚庭のサワラ／冬.魚庭のアカシタ（イヌノシタ））

滋賀（春.コアユ／夏.ビワマス／冬.フナ）
三重（春.三重の海女獲りあわび／秋.伊勢えび／冬.あおさのり）

東京（春.八丈春とび）

青森（春.陸奥湾ほたて／夏.深浦マグロ／秋.青森ひらめ、十三湖産ヤマトシジミ）

大分（春.かぼすヒラメ／夏.銀たち「くにさき銀たち」「臼杵たちうお」／
　　　秋.落ちハモ、豊後別府湾ちりめん／冬.かぼすブリ）

福岡（春.メンボ（ウマヅラハギ）／夏.一本槍（釣ヤリイカ／ケンサキイカ・ヤリイカ）／
　　　秋.カナトフグ（シロサバフグ）／冬.福岡のり（有明産一番摘み））

山口（春.萩のまふぐ、瀬付きあじ／夏.山口のまだこ、西京はも／
　　　秋.ケンサキイカ／冬.山口のあまだい、とらふぐ）

広島（春.広島桜ダイ／夏.三原やっさタコ、広島の小イワシ／秋.広島銀太刀／冬.広島かき）

鳥取（春.鳥取のハタハタ／夏.夏輝（天然の岩ガキ）／秋.鳥取のサワラ／冬.松葉がに（ズワイガニ））

兵庫（春.浜板産ホタルイカ「浜ほたる」 、兵庫県瀬戸内海のイカナゴ／夏.淡路島の生しらす、明石だこ／
　　　秋.明石浦のもみじ鯛、淡路島のサワラ／冬.播磨灘産１年牡蠣、兵庫のり）

京都（春.活〆京のあかがれい／夏.丹後とり貝、丹後の海育成岩がき／秋.京都の寒サワラ、丹後ぐじ／冬.京のずわいがに）

石川（春.アカガレイ／夏.生スルメイカ／秋.甘えび／冬.加能ガニ）

富山（春.富山湾のホタルイカ／夏.富山湾のシロエビ／秋.富山湾の紅ズワイガニ／冬.富山湾のブリ）

新潟（春.佐渡のナガモ（アカモク）／夏.新潟のノドグロ（アカムツ）／秋.越後の柳カレイ／冬.南蛮エビ）

秋田（春.北限のとらふぐ／冬.秋田ハタハタ）

山形（秋.庄内おばこサワラ／冬.紅エビ）

福井（夏.若狭ぐじ／秋.越前がれい／冬.越前がに）

岡山（春.ひら 、下津井のとらふぐ（おおふぐ）白子持ち／夏.流瀬のかつお（まながつお）／
　　　秋.わたりがに（がざみ）／冬.げた（舌平目））
島根（夏.コビル（アカアマダイ）、あご／秋.ノドグロ（アカムツ）／冬.隠岐松葉ガニ）

全国のプライドフィッシュ（平成28（2016）年２月末時点）

（漁村における雇用に重要な役割を持つ沿岸漁業）
　漁業者が従事する漁業の規模をみてみると、全漁業従事者の79％に上る漁業者が養殖業を
含む沿岸漁業に従事しています（図Ⅰ−１−10）。また、経営体数では、全漁業経営体数の
94％が沿岸漁業を営む経営体です。
　また、漁村集落の規模が小さくなるほど全世帯数に占める漁業世帯＊１の割合は高くなって
おり、沿岸漁業を中心とする漁業が産業基盤の脆弱な漁村における雇用の受け皿として重要
な役割を果たしていることが分かります（図Ⅰ−１−11）。

資料：農林水産省「漁業センサス」（平成25（2013）年）
注：1） 漁業従業者数は、当年11月１日現在の海上作業の従事者数。
2） 沿岸漁業とは、漁船非使用、無動力漁船、船外機付漁船、動力漁船10トン未満を使用する漁業、定置網漁業及び海面養殖業を総称し
たもの。中小漁業とは、動力漁船10トン以上1,000トン未満を使用する漁業を総称したもの。大規模漁業とは、動力漁船1,000トン以上
を使用する漁業を総称したもの。

図Ⅰ－1－10　漁業規模別の漁業従事者数及び経営体数の割合

全漁業従事者数
177,728人

全漁業経営体数
94,507経営体

中小・大規模漁業
5.7％中小・大規模漁業

21.3％

沿岸漁業
94.3％

沿岸漁業
78.7％

＊１　１年間に30日以上漁業又は養殖業に従事した者がいる世帯。
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資料：水産庁調べ（平成27（2015）年）
注：岩手県、宮城県及び福島県の３県を除く。

図Ⅰ－1－11　集落規模別の漁業世帯の割合

漁家世帯

集
落
規
模

6.9

11.8

20.1

37.9

93.1

88.2

79.9

62.1

（４）多面的な機能を担う漁業・漁村

　漁業及び漁村は、漁村以外の地域にも多種多様な魚介類を供給することで、私たちの食を
支えています。また、こうした本来的機能に加え、漁村に人々が住んで漁業を営むことによ
り、様々な機能が発揮されています（図Ⅰ−１−12）。
　陸上からは、河川を通じて栄養塩（窒素やリン等）が海に流入します。海の中では、これ
らの栄養塩を摂取して海藻類や植物プランクトンが育ち、これを食物連鎖の起点として魚な
どの水産資源を含む海洋生態系が支えられています。一方、過剰な栄養塩の流入は赤潮等の
発生原因ともなり、沿岸域の環境に悪影響を与えることもあります。漁業は、水産資源を漁
獲して陸上に供給し、水産生物の体に取り込まれた窒素やリンを陸上に戻すことによって物
質の循環を補完し、海の環境を正常に保つ機能を担っています。また、二枚貝をはじめとす
るろ過食性の生物を漁業や養殖業の対象として育成することや、漁業に携わる人々が稚魚の
生育場となる藻場・干潟、ヨシ帯の環境保全を図ることは、水質や底質の浄化にもつながり
ます。さらに、海浜や河川等の清掃や漁民の森等の植樹活動といった漁村の人々の活動によ
っても、環境の保全が図られています。このように、漁業・漁村は、多岐にわたって自然環
境を保全する機能を果たしています。
　また、海難事故の救助活動の多くの部分が漁村の人々を中心としたボランティア活動によ
り担われているほか、漁業活動を通じた沿岸の監視ネットワークにより、密入国、密輸、領
海侵犯等の発見、通報及び抑止に寄与する国境監視機能など、国民の生命・財産を保全する
機能も果たしています。
　さらに、海水浴や釣りをはじめとするレクリエーションや民宿、体験学習など、都市住民
と地域住民の交流等の場を提供したり、伝統漁法、魚食文化、海にまつわる信仰等の漁村文
化の継承や、漁業によって地域社会が形成され維持されていることも、漁業・漁村が有する
重要な多面的機能です。
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資料：日本学術会議答申を踏まえて農林水産省で作成（水産業・漁村関係のみ抜粋）

図Ⅰ－1－12　漁業・漁村の多面的機能

自然環境を保全する機能 地域社会を形成し、維持する機能 交流等の場を提供する機能
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　これらの漁業・漁村が有する多面的機能については、他の方法により代替しようとした際
に必要となるコストを見積もることにより、定量的に評価する試みがなされており、定量的
評価が可能なものだけに限定しても年間総額約９兆２千億円に達すると試算されています＊１。
　多面的機能は、海や河川の環境を自然にまかせただけで発揮されるものではなく、漁業者
を中心とする人々が漁村に住み、また、漁村を中心として漁業が健全に営まれることにより
初めて発揮されるものです。また、その恩恵は漁村に住む人々だけでなく、様々な形で広く
国民一般が享受しているのです。このように、漁業・漁村は、豊かな水産物だけでなく、様々
な恵みを私たちの生活にもたらしています。

＊１　平成15（2003）年３月「多面的機能評価等にかかる調査報告書」（水産庁）
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　富山県富山市を流れる神通川は、岐阜県飛騨山脈を源として富山湾へ流れ、古くはサクラマス、サケ

及びアユの皇室の御猟場に指定されるなど、豊かな川の幸に恵まれていました。富山県の特産物として

有名な「ますの寿司」も、元来は神通川のサクラマスから作られていました。しかしながら、河川環境

の変化等により、神通川におけるサクラマスの漁獲量はかつての年間160トンから1トン程度にまで激減

し、他の魚種でも遡
そ

上
じょう

する範囲や生息域が減少しました。

　神通川の魅力を高め、豊かな川を取り戻したいとの思いから、海面の漁業者で構成するとやま市漁業

協同組合、内水面の漁業者で構成する富山漁業協同組合及び婦
ね

負
い

漁業協同組合を構成員とする「富山市

水辺をきれいにする会」が、平成25（2013）年度より河川環境の保全・再生のための取組を開始しまし

た。

　「富山市水辺をきれいにする会」では、平成26（2014）年10月には、神通川水系黒川において、地元

の大学生も参加して間伐材や土
ど

嚢
のう

等を用いた手作りの魚道を４日間かけて設置しました。魚道設置後の

数日後にはサクラマスの、翌年６月に

はアユの遡上が確認され、早速効果が

現れています。

　また、地元の小学生を対象としたサ

クラマスの自然産卵観察会やサケ増殖

場の見学会等を開催するなど、神通川

の生態系についての学びの場も提供し

ており、取組の輪が広がっています。 完成した魚道と参加者
（写真提供：富山市水辺をきれいにする会）


